
＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．中⼭間地域等農⽤地保全総合対策

地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的利⽤を⾏う農地
等を区分し、実証的な取組を⾏いつつ、⼟地利⽤構想図を作成し、その実現に必
要な農⽤地保全のための活動経費、基盤整備や施設整備費等を⽀援します。
① 地域ぐるみの話合いによる⼟地利⽤構想を概定、農⽤地保全のための実証的
な取組
② ⼟地利⽤構想図に基づく粗放的利⽤のための簡易な整備、農⽤地保全のため
の基盤整備や施設の整備
③ 粗放的利⽤の取組や省⼒化機械の導⼊等、農⽤地保全のための活動
④ 農⼭漁村活性化法に基づき、農⽤地保全事業を⾏う場合には農⽤地保全等
推進員の措置
【事業期間】 最⼤５年間
【交付率(上限)】 定額（1,000万円/年、粗放的利⽤⽀援 １万円/10a、

農⽤地保全等推進員 250万円/年）、5.5/10 等

２．最適⼟地利⽤推進サポート事業
ITを活⽤した申請⼿続の簡素化を図るとともに、事業主体の取組内容や農地保

全状況等の確認、地域の課題解決のサポート、優良事例の横展開等を⽀援します。
【事業期間】 １年間
【交付率】 定額

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-6744-2665）

中⼭間地域等対策のうち
中⼭間地域等農⽤地保全総合対策

【令和４年度補正予算額 1,440百万円の内数】
＜対策のポイント＞

中⼭間地域等における農⽤地保全に必要な地域ぐるみの話合いによる最適な⼟地利⽤構想の策定、基盤整備等の条件整備、⿃獣被害防⽌対策、粗
放的な⼟地利⽤等を総合的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
農⽤地保全に取り組み、事業⽬標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）

＜事業の流れ＞
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中⼭間地域等の実情に即した⼟地利⽤構想を実現

【農⽤地保全に資する基盤整備】

地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的な利⽤を⾏う農地等
を区分し、実証的な取組を実施

【地域ぐるみでの話合い】 【⼟地利⽤構想の概定】

【粗放的利⽤のための条件整備】 【農業⽤ハウスの整備】【⼟地利⽤構想図の策定】

【⿃獣緩衝帯】 【蜜源作物の作付け】

【農⽤地保全の実証的な取組】

Step １

【計画的な植林】

⻑⼤法⾯の芝⽣化 放牧

【省⼒化機械の導⼊】

伐根・整地 ⽔路の補修・整備

⼟地利⽤構想図を策定し、農⽤地保全のための条件整備や各種取組を選択・実施

（１の事業）



＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．中⼭間地農業ルネッサンス推進事業
① 元気な地域創出モデル⽀援
収益⼒向上、販売⼒強化、⽣活⽀援等に関する具体的な取組、デジタル技術

の導⼊・定着を後押しすることで、優良事例創出を推進します。
【事業期間】 最⼤３年間
【交付率(上限)】 定額（1,000万円(年基準額)×事業年数）

中⼭間地域等対策のうち
中⼭間地農業推進対策

【令和４年度補正予算額 1,440百万円の内数】
＜対策のポイント＞
中⼭間地域等において、中⼭間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に基づき、地域の社会課題解決及び魅⼒向上のため、収益⼒向上、販売

⼒強化、⽣活⽀援等に関する具体的な取組、デジタル技術の導⼊・定着を⽀援することにより、デジタル⽥園都市国家構想の実現を後押しします。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域等の特⾊を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

※対象地域︓8法指定地域等

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

ア 収益⼒向上
・⾼収益作物の導⼊等
・栽培技術のｅラーニングシステム導⼊等

イ 販売⼒強化
・⾼品質作物の導⼊、農産物の⾼付加価値化等
・出荷予測システムの構築等

ウ 農⽤地保全
・棚⽥を含む農⽤地の保全・振興
・⽔管理の遠隔操作システム導⼊等

エ 複合経営
・農業、畜産、林業の組合せによる複合経営、他の仕事を組み合わせた半農半X
・⾃動ロボット導⼊による労働時間軽減等

オ ⽣活⽀援
・農⽤地保全や地域資源活⽤と⼀体的に⾏う⽣活⽀援等
・デジタル技術を活⽤した⾒守り⽀援、買い物⽀援等

＜事業の流れ＞
定額

国
市町村、地域協議会

定額

定額

都道府県

都道府県

[農業を軸とした仕事づくり]
収益⼒向上、販売⼒強化、農⽤地保全、複合経営、⽣活⽀援

１．① 元気な地域創出モデル⽀援

元気な地域創出モデル⽀
援を核として、既存施策
と連携し、⽴ち上がりを
⽀援

社会課題解決や魅⼒向上を通じた地域活性化
（デジタル⽥園都市国家構想の実現を後押し）

収益⼒向上＋《デジタル技術》

⾼収益作物の導⼊
＋

《栽培技術のｅラーニング》

⾼収益作物導⼊

⽣活⽀援＋《デジタル技術》

買い物⽀援と⾒守りサービス
＋

《デジタル技術を活⽤した⽣活⽀援》

テレビ電話で買い物 直売所からの搬送

通信環境
の整備

【 事 業 期 間 】 最⼤３年間
【交付率(上限)】 定額

(1,000万円(年基準額)×事業年数)

買い物⽀援と⾒守りサービス
情報通信環境
整備対策

⺠間企業の
スキル導⼊

INACOME

経営改善等
の伴⾛⽀援

農⼭漁村発
イノベーション
サポートセンター

ノウハウ
の横展開

農村RMO
推進研究会


